
  厚生労働省 都道府県労働局  

  

※上記ダイヤルは、発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。 

無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受け付けています。 

      
  

・ 固定電話からの通話料は10.8 円/90 秒（２０ｋｍまで、距離によって変わります） 
・ 携帯電話からの通話料は10.8 円/20 秒となります。 
・ 050 番号帯ＩＰ電話等からはご利用いただけません。 
・ 裏面の『無期転換ルール特別相談窓口』にも直接ご相談いただけます。 

タイトルの見やすさについて、
配色は問題ないですが、（白
フチも目立たせる意味で良い
ですが、少しだけ細くしまし
た）周囲の余白によって視認
性が変わってきます。周囲の
余白を広めにとって視やすく
しました。 
また、文字に長体がかかりす
ぎているもの視認性を落とす
要因となりますので、縦サイ
ズを少し縮小しました。 

語尾「おります」→
「います」のほうが簡
潔で読み取りやすいと
思います。 

ここの数字も縦サイズを少し
縮小しました。 

注意書きについて、情報ごと
にブロック分けしました。 

文字サイズ大きくしました。 
タイトルの下線ですが、下の
囲み線と重なり少し窮屈な印
象でしたので、とりました。 

溶け込み版 
数カ所だけ文字調整しました
ので、コメントをご確認くだ
さい。 

数字語呂合わせとして、
より認識しやすいよう
「無期」にルビを振り
ました。 

文字がつぶれていたので、少
し細くしました。 



有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 

無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的

な取組を行っている企業事例のほか、無期転換後の受け皿の１つ

となる「多様な正社員」の導入の際に参考となるモデル就業規則

などを掲載しています。http ://muki.mhlw.go.jp /  

無期転換サイト 検 索 

H30.2  

北海道労働局 011 -709 -2715  石川労働局 076 -265 -4429  岡山労働局 086 -225 -2017  

青森労働局 017 -734 -4211  福井労働局 0776 -22-3947  広島労働局 082 -221 -9247  

岩手労働局 019 -604 -3010  山梨労働局 055 -225 -2851  山口労働局 083 -995 -0390  

宮城労働局 022 -299 -8844  長野労働局 026 -227 -0125  徳島労働局 088 -652 -2718  

秋田労働局 018 -862 -6684  岐阜労働局 058 -245 -1550  香川労働局 087 -811 -8924  

山形労働局 023 -624 -8228  静岡労働局 054 -252 -5310  愛媛労働局 089 -935 -5222  

福島労働局 024 -536 -4609  愛知労働局 052 -857 -0312  高知労働局 088 -885 -6041  

茨城労働局 029 -277 -8295  三重労働局 059 -226 -2110  福岡労働局 092 -411 -4894  

栃木労働局 028 -633 -2795  滋賀労働局 077 -522 -6648  佐賀労働局 0952 -32-7167  

群馬労働局 027 -896 -4739  京都労働局 075 -241 -3212  長崎労働局 095 -801 -0050  

埼玉労働局 048 -600 -6210  大阪労働局 06 -6949 -6494  熊本労働局 096 -352 -3865  

千葉労働局 043 -221 -2307  兵庫労働局 078 -367 -0820  大分労働局 097 -532 -4025  

東京労働局 03 -3512 -1611  奈良労働局 0742 -32-0210  宮崎労働局 0985 -38-8821  

神奈川労働局 045‐211‐7380 和歌山労働局 073 -488 -1170  鹿児島労働局 099 -223 -8239  

新潟労働局 025 -288 -3527  鳥取労働局 0857 -29-1709  沖縄労働局 098 -868 -4380  

富山労働局 076 -432 -2740  島根労働局 0852 -31-1161  

無期転換ルール特別相談窓口（都道府県労働局雇用環境・均等部(室)） 

₈ ⌐₉ꜟכꜟ ∆╢ ⅔ה ™ ╦∑│↓∟╠ 

ṇ וֹ כֿ ︡ ḭ 

צּ ︣ כֿלּ ḭ 

︡ ךּ︡ טּ Ḯ 

○有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止

めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。 

○契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止め

を行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。 

○契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。 

雇止め・契約期間中の解雇等について 

Ʋ ǭǴ  

文字サイズ大きくしました。 

文章が長かったため、３項目
に分けて読み取りやすくし、
冒頭の「また」は割愛しまし
た。 


